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富山県身体障害者相談員連絡協議会会則 

第１条［目的］ 

この会は、相談員相互の連携調整を図り関係機関と連携し、援護思想の啓発普及に努め

るとともに専門的知識の研修を行い、相談員活動の充実強化を図るとともに身体障害者福

祉向上に資することを目的とする。 

 

第２条［名称・事務所］ 

この会は、富山県身体障害者相談員連絡協議会と称する。 

２ この会の事務所は、富山市安住町５－２１一般社団法人富山県身体障害者福祉協会 

事務局内に置く。 

 

第３条［組織］ 

この会は、富山県内の全ての身体障害者相談員を会員として組織する。 

 

第４条［事業］ 

この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）相談員相互の連絡調整及び啓発活動の強化。 

（２）研修会の開催により、専門的知識の向上と相談員活動の充実強化。 

（３）身体障害者団体の福祉活動協力の推進強化。 

（４）その他、この会の目的達成に必要な事業の強化。 

 

第５条［役員］ 

この会の役員は、次の方法で選任し総会において同意を得るものとする。 

（１）理事は、県内各市町村に１名以上宛を選出し、合計２８名以内にて理事会を構成す

る。 

（２）会長１名、副会長２名、事務局長１名は、理事の互選により選出する。 

（３）監事は、２名とし理事会において会員の中から選出する。ただし、外部監事を１名

置くことができる。 

（４）この会に、顧問及び相談役を置くことができる。 

 

第６条［役員の職務］ 

この会の役員の職務は次のとおりとする。 

（１）会長は、この会を代表し会務を総括する。 

（２）副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代行する。 

（３）事務局長は、会の庶務・経理を担当し常に会務を補佐する。 

（４）理事は、理事会を組織しこの会の業務を執行する。 
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（５）監事は、この会の業務執行状況及び会計事務を監査する。 

 

第７条［役員の任期］ 

この会の、役員の任期は２ケ年として再任を妨げない。 

２ 役員の、人気中途において欠員の出た場合は速やかに補欠の役員を選出し、その任期

は前任役員の残任期間とする。 

３ 役員は、任期満了後でも後任役員が就任するまでは、その職務を行うものとする。 

 

第８条［会議］ 

この会の、会議は総会・理事会・執行部会とする。 

２ 総会は、会長が招集しその議長には会長が当たる。 

総会は、毎年一回、会計年度終了後３ケ月以内に開催するものとする。 

総会は、事業の報告・及び会計の収支報告または事業の計画及び会計の収支予算を、

また、会則の改廃に関する件、その他会長が付議した事項の審議を行う。 

３ 理事会は、会長が招集しその議長にあたる。 

理事会は、この会の業務執行に関する件、総会に付議すべき件、その他業務執行上必

要な事項の審議を行う。 

  会議の議事は出席者の過半数をもって決め、可否同数の場合は議長が決める。 

４ 執行部会は、前期会議の他に会務執行に必要な事項について随時開催し審議する。 

 

第９条［会計］ 

この会の、会計は、会員会費・補助金・寄付金・その他の収入を以ってあてる。 

２ この会の、会計は、理事会の議決を得て事務局長が管理し、事務局長はこの会の庶務・

会計を処理する。 

３ この会の、会員会費等については別に定める。 

４ この会の、会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第１０条［付則］ 

この会の創立当初の役員は、前項第７条の規定に関わらず平成１２年３月３１日までとす

る。 

２ この会則は、平成１１年１２月２１日より施行する。 

３ この会則の、一部を改正し平成２１年６月６日より施行する。 

４ この会則の、一部を改正し平成３０年６月２６日より施行する。 

 

 


